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下
水
道
が
使
用
で
き
る
区
域

平成28年3月31日（木）
で3年経過となる区域

下水道普及率と水洗化率
下水道普及率　平成27年4月1日現在　　　56.7%

下水道普及率とは、高浜市に住んでいる人のうち、
どれくらいの人が下水道を利用できる環境になって
いるかを示すものです。

下水道水洗化率　平成27年4月1日現在　　81.3%
下水道水洗化率とは、下水道を利用できる区域に
住んでいる人のうち、どれくらいの人が実際に下水道
に接続し、水洗化しているかを示すものです。

９月10日は「下水道の日」
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下
水
道
使
用
料

下
水
道
の
使
用
が
始
ま
る
と
、
下
水

道
へ
流
し
た
汚
水
の
量
（
使
用
水
量
）

に
応
じ
て
下
水
道
使
用
料
を
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

例
え
ば
、
水
道
水
だ
け
を
使
用
し
て

い
る
家
庭
な
ど
で
は
、
水
道
水
の
使
用

量
が
汚
水
の
排
出
量
に
な
り
、
井
戸
水

な
ど
水
道
水
以
外
を
使
用
し
て
い
る
場

合
の
使
用
料
は
、
使
用
人
数
や
使
用
状

況
に
よ
り
排
出
量
を
決
定
し
、
計
算
し

ま
す
。

雨
水
貯
留
・
浸
透
施
設

設
置
奨
励
補
助
金
制
度

近
年
、
市
内
で
も
都
市
化
が
進
み
、

特
に
市
街
地
で
は
、
雨
水
が
地
中
に
し

み
こ
む
場
所
の
減
少
に
よ
り
、
地
表
に

流
れ
出
す
量
が
増
加
し
て
い
ま
す
。　

そ
こ
で
、
雨
水
の
流
出
を
抑
制
す
る

こ
と
が
で
き
る
「
雨
水
貯
留
・
浸
透
施

設
」
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

市
内
の
宅
地
な
ど
に
雨
水
貯
留

施
設
ま
た
は
雨
水
浸
透
施
設
を
設
置

す
る
方

期
待
さ
れ
る
効
果

・
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
す
る
こ
と
に

よ
り
、
河
川
の
急
な
増
水
を
軽
減
し

ま
す
。

・
雨
水
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

地
下
水
の
増
加
と
河
川
の
負
担
の
軽

減
が
期
待
で
き
ま
す
。

・
貯
留
し
た
雨
水
を
散
水
・
洗
車
な
ど

に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
水
資
源

の
節
約
に
な
り
ま
す
。

９月10日は「下水道の日」

＊下水道使用料金（１か月あたり・消費税別）

排出汚水量の算出方法

補助対象施設と補助金額

下水道使用料早見表 ＊計算例（２か月で40m３使用した場合）

（２か月あたり・消費税込）

基本使用料　４５０円  × 　2（月）＝ 　９００円
従量使用料　　３０円  ×  ２０（㎥）＝ 　６００円
　　　　　　　８５円  ×  ２０（㎥）＝ 1,７００円
消費税　　　　　　　　　　　　　　   ２５６円　
下水道使用料　　　  計    　　　　  ３，４５６円

（消費税込）

＊水道水を２か月で40㎥使用した場合には、納めてい
ただく水道料金・下水道使用料は次のようになります。
　水道料金…………………　４，６３５円（口径１３㎜）
　下水道使用料……………　３，４５６円　
　合　　　　計……………　８，０９１円（消費税込）

１３０円３０円

基　本
使用料

４５０円 ８５円

20㎥を
超え
30㎥
以下

10㎥を
超え
20㎥
以下

10㎥
以下

30㎥を
超え
50㎥
以下

100㎥
を超え
500㎥
以下

従　量　使　用　料（１㎥につき）

50㎥を
超え
100㎥
以下

500㎥
を超え
るもの

２３５円１５０円 １７０円 １９０円

６０㎥

５０㎥

８０㎥

４０㎥

７０㎥

汚水量

２０㎥

３０㎥

７，８８４円

２，５３８円

１，６２０円

３，４５６円

９，５０４円

下水道使用料

６，２６４円

４，８６０円

井戸水のみ使用
（家事用にかぎる）

水道水と井戸水を併用
（家事用にかぎる）

区　　分

水道水のみ使用

動力式ポンプ使用の井戸の場合
１世帯１人目は‥‥‥‥‥‥１か月１０㎥
１人増すごとに‥‥‥‥‥‥１か月４㎥を加算
（手動式ポンプ使用の場合は上記の２分の１）

水道の使用水量に、上記の井戸の算定水量の２分
の１を加算した水量

算　定　水　量

水道の使用水量

透水性舗装

区　　分
貯留槽

（雨水タンク）

補助対象施設

浸透ます
内径５ｃｍ以上

浄化槽を雨水貯留
槽に転用する場合

路盤材厚１０ｃｍ以上

規　　格
容量２００リットル

以上
内幅２０ｃｍ以上

浸透管
１㎡あたり１，１００円または設置費用の１／２の額のいずれか低い額

１基あたり６，０００円または設置費用の１／２の額のいずれか低い額
１ｍあたり１，３００円または設置費用の１／２の額のいずれか低い額

１基あたり２２，０００円または設置費用の１／２の額のいずれか低い額

浄化槽転用
貯留槽

補　助　金　額

※補助金の合計額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額になります。

※貯留槽（雨水タンク）、浸透ます、浸透管および透水性舗装の補助金の合計額は、１０万円を上
　限とします。

転用費用の２／３の金額で、１００，０００円を上限とした金額


